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付帯メニュー定義書【ガス・電気セット割（定額）】（以下「ガス・電気セット割の定義書」

といいます。）は、当社の都市ガスをご契約いただいているお客さま向けに、当社の電気需

給約款、電気料金メニュー定義書（東部ガスでんき１、東部ガスでんき２及び東部ガスでん

き３）にもとづき計算される電気料金の一部を割引する取扱いを定めたものです。 

ガス・電気セット割の定義書で定める付帯メニュー（以下「ガス・電気セ

ット割」といいます。）は、合算メニューの対象となります。  

1 実施期日  

ガス・電気セット割の定義書は、 2019 年 10 月 1 日より実施します。  

2 定義  

電気需給約款および電気料金メニュー定義書（東部ガスでんき１、東部

ガスでんき２及び東部ガスでんき３）に定義される言葉は、ガス・電気セ

ット割の定義書においても同様の意味で使用します。  

3 適用条件  

当社は、以下の条件を満たすお客さまからのお申し込みを、当社が承諾

した場合に、ガス・電気セット割を適用します。ただし、当社が別途認め

た場合はこの限りではありません。  

① お客さまが、当社の電気需給約款にもとづく電気需給契約（以下「電

気の契約」といいます。）の契約者であり、かつ、東部ガスでんき１、

東部ガスでんき２及び東部ガスでんき３の定義書にもとづく電気料金

メニュー定義書が適用されていること、かつ、当社の都市ガス需給に

関する約款にもとづくガスの契約（以下「ガスの契約」といいます。）

の契約者であること。 

なお、電気の需給を開始する時点で、お客さまが当社のガスを使用

していない場合には、電気の需給開始からガスの使用開始までの日数

が 30 日未満であること。ただし、当社が電気の契約の申し込みとガス

の契約の申し込みを同時に受け付け、承諾した場合に限ります。 

② お客さまの電気の契約における需要場所が、原則として、お客さま

のガスの契約における需要場所の範囲内であること。なお、ガスの契

約における需要場所は、お客さまに適用されるガス小売供給約款によ

るものとします。 

③ ガスの契約により計算されるガス料金と電気の契約により計算され

る電気料金を合算払いすること。 



4 

 

4 割引内容  

当社は、 3（適用条件）に定める条件を満たすお客さまからのお申し込

みを承諾した場合には、お客さまの対象となる電気料金から、毎月 275 円

(消費税等相当額を含みますが、消費税率が改定された場合は、改定後の

消費税率にもとづき精算します。 )を割引きます。ただし、お客さまの対

象となる電気料金から電気需給約款別表 2(再生可能エネルギー発電促進

賦課金 )(3)によって計算された再生可能エネルギー発電促進賦課金を差

し引いた金額 (以下「再エネ賦課金を除く電気料金」といいます。)が、275

円を下回るときは、割引金額は再エネ賦課金を除く電気料金とします。  

5 日割計算時の取扱い  

電気需給約款 18（日割計算） (1)①にもとづき基本料金を日割にて計算  

する場合には、 4（割引内容）に定める割引は適用しないものとします。  

6 適用期間  

（1） ガス・電気セット割の割引の適用開始日は、原則としてガス・電気セ

ット割が付帯する電気料金メニューの適用開始日とします。ただし、お

客さまが新たに電気の需給を開始した後にガスの使用を開始した場合に

は、ガスの使用開始日以降の当社がお客さまからのお申し込みを承諾し

た日以降に到来する電気の計量日とします。 

（2） ガス・電気セット割の適用期間は、 (1)に定める適用開始日からガス・

電気セット割が付帯する電気料金メニューの適用期間が満了する日まで

とし、以降の継続は、当該電気料金メニューの適用期間と同じとします。  

7 適用廃止  

当社は、お客さまが、 3（適用条件）を満たさないことが判明した場合

には、ガス・電気セット割の適用を廃止します。その場合の適用廃止日は、

以下のとおりとします。  

（1） 電気の契約を解約する場合 

電気需給約款 31（お客さまからの電気需給契約の解約）または 32（当

社からの電気需給契約の解約等）による解約日  

（2） (1)以外の事由による場合  

当該事由発生日の直後の電気の計量日 

なお、当該事由発生日の直後の電気の計量日までの間に電気の契約を解

約した場合は、 (1)で定める解約日  
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8 ガス・電気セット割の定義書の変更および廃止  

（1） 当社は、ガス・電気セット割の定義書を変更する場合には、電気需給

約款 4(本約款等の変更 )に準じます。 

（2） 当社は、ガス・電気セット割の定義書を廃止することがあります。こ

の場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当

社ホームページに掲載します。 

（3） ガス・電気セット割の定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対

し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交

付を行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および (3)に準じ

ます。 
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付則 

１．付帯メニュー定義書【ガス・電気セット割（定額）】の実施に伴う切り替

え措置 

当社は、2019 年 9 月 30 日以前から継続して供給し、2019 年 10 月１日から 2019

年 10 月 31 日までに計量等により料金の支払いを受ける権利が確定するものに

ついては、原則、消費税率 8 パーセントとし、本定義書の変更前の付帯メニュ

ー定義書【ガス・電気セット割】（2018 年 4 月 1 日実施）に定める料金表によ

り算定します。  
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電気料金メニュー定義書【東部ガスでんき基本プラン】（以下「東部ガ

スでんき基本プランの定義書」といいます。）は、当社の電気需給約款（以

下「電気需給約款」といいます。）にもとづき、電灯または小型機器をご

使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたもの

です。  

なお、東部ガスでんき基本プランの定義書に定める基本料金、電力量料

金、および燃料費調整における基準単価の金額は、全て消費税等相当額を

含みますが、消費税率が改定された場合は、改定後の消費税率にもとづき

精算します。  

1 実施期日  

東部ガスでんき基本プランの定義書は、 2022 年 1 月 11 日より実施しま

す。  

2 定義  

次の言葉は、東部ガスでんき基本プランの定義書において、それぞれ次

の意味で使用します。なお、電気需給約款に定義される言葉は、東部ガス

でんき基本プランの定義書においても同様の意味で使用します。  

（1） 貿易統計 

関税法にもとづき公表される統計をいいます。  

（2） 平均燃料価格計算期間 

貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を計

算する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1

日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、 4 月 1

日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、 6 月 1

日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、 8 月 1

日から 10 月 31 日までの期間、 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、 10

月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの

期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間（翌年が閏年となる

場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間とします。）をいいます。 

3 適用条件  

東部ガスでんき基本プランの定義書にもとづく電気料金メニュー（以下

「東部ガスでんき基本プラン」といいます。）は電灯または小型機器をご

使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用
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します。  

① 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であるこ

と。または、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原

則として 50 キロボルトアンペア未満であること。  

② 1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわ

せて契約する場合は、契約電流または契約容量と契約電力との合計（契

約電流の場合、 10 アンペアを 1 キロワットとみなします。契約容量の

場合、１キロボルトアンペアを１キロワットとみなします。）が 50 キ

ロワット未満であること。 

ただし、1 需要場所において動力をご使用のお客さま向けのメニュー

とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認め

たときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量と契約電

力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することが

あります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建

物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

③ 動力をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約せずに、動

力を使用しないこと。 

4 供給電気方式、供給電圧および周波数  

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトも

しくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツとします。ただし、技術上や

むをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあ

ります。  

5 契約電流および契約容量  

  契約電流については、以下 (1)および (2)、契約容量については、以下 (3)

および(4)のとおり定めます。 

（1） 契約電流は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、10 アンペア、

15 アンペア、 20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、 50 アンペアまた

は 60 アンペアのいずれかとし、以下のいずれかに従い決定します。ただ

し、いずれの場合も必要に応じて、1 年間を通じての最大の負荷を基準と

して、お客さまから申し出ていただく契約電流の値等に決定することが

あります。 

① 他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則とし

て、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐ
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ものとします。ただし、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約

電流の値と、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電

流の値が異なる場合には、需給開始時点でご使用場所ごとに設定され

ている契約電流の値に決定することがあります。  

② 引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、

原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電

流の値とします。 

③ 当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約か

ら、東部ガスでんき基本プランに切り替える場合は、原則として、他

の電気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点の契

約電流の値を引き継ぐものとします。ただし、当社の他の電気料金メ

ニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点の契約電流の値と、

需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電流の値が異な

る場合には、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約電

流の値に決定することがあります。 

（2） 一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な

装置を取り付けることがあります。 

（3） 契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、以下のいずれ

かに従い決定します。ただし、いずれの場合も必要に応じて、契約主開

閉器の定格電流にもとづき、別表 2（契約容量および契約電力の計算方法）

により計算された値等に決定することがあります。  

① 他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則とし

て、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐ

ものとします。ただし、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約

容量の値と、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容

量の値が異なる場合には、需給開始時点でご使用場所ごとに設定され

ている契約容量の値に決定することがあります。  

② 引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、

原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容

量の値とします。 

③ 当社の他の電気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約か

ら、東部ガスでんき基本プランに切り替える場合は、原則として、他

の電気料金メニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点の契

約容量の値を引き継ぐものとします。ただし、当社の他の電気料金メ
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ニューまたは他の契約種別の電気需給契約終了時点の契約容量の値と、

需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量の値が異な

る場合には、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容

量の値に決定することがあります。 

（4） 契約容量が、(3)ただし書にもとづき、契約主開閉器の定格電流にもと

づき計算された値となる場合には、あらかじめ契約主開閉器を設定して

いただくとともに、当社および一般送配電事業者は、契約主開閉器が制

限できる電流を、必要に応じて確認します。 

6 電気料金  

（1） 基本料金 

基本料金は、1 か月につき次のとおりとします。ただし、まったく電気

を使用しない場合の基本料金は、半額とします。  

契約電流 10アンペア 286.00円 

契約電流 15アンペア 429.00円 

契約電流 20アンペア 572.00円 

契約電流 30アンペア 858.00円    

契約電流 40アンペア 1,144.00円    

契約電流 50アンペア 1,430.00円    

契約電流 60アンペア 1,716.00円    

契約容量 1キロボルトアンペアにつき 286.00円 

（2） 電力量料金 

1 か月の電力量料金は、電気需給約款 15（電気の使用期間） (1)に定め

る当月の使用電力量により、次のとおりとします。ただし、別表 1（燃料

費調整）(1)①によって計算された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合

は、別表 1（燃料費調整） (1)④によって計算された燃料費調整額を差し

引いたものとし、別表 1（燃料費調整）(1)①によって計算された平均燃

料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 1（燃料費調整）(1)④によって

計算された燃料費調整額を加えたものとします。  

120キロワット時までの 1キロワット時につき 19.78円    

120キロワット時をこえ 300キロワット時までの 1キロワット

時につき 
25.29円    

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき 27.36円    

（3） 基本料金と電力量料金との合計が負となる場合の特例 

(1)および (2)によって計算された基本料金と電力量料金に加え、付帯メ
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ニューが適用される場合でその全てを反映した後の合計が負となるとき

は、その 1 か月の料金は、電気需給約款別表 2（再生可能エネルギー発電

促進賦課金）(3)によって計算された再生可能エネルギー発電促進賦課金

のみとします。 

7 適用期間  

（1） 東部ガスでんき基本プランの適用開始日は、電気需給約款 6（電気需給

契約の申し込み）に定める電気需給契約の申し込みの場合には、電気需

給約款 9（電気の需給開始） (1)に定める需給開始日とし、電気需給約款

29（他の電気料金メニューへの変更）に定める電気料金メニューの変更

の場合には、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日としま

す。 

（2） 東部ガスでんき基本プランの適用期間は、(1)に定める適用開始日から

電気需給約款 31 および 32 に定める解約日または終了日までとします。  

8  契約電流、契約容量または電気料金メニューの変更  

（1） 当社が、お客さまからの契約電流または契約容量の変更のお申し込み

を承諾した場合には、変更後の契約電流または契約容量にもとづく基本

料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期

間の電気料金の計算に適用します。ただし、お客さまが新たな電気需給

契約の申し込みと同時に、従前の小売電気事業者との契約にもとづく契

約電流の変更を希望する場合には、この限りではありません。  

（2） お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流または契

約容量を新たに設定もしくは変更した後の計量日から 1 年目の日が属す

る月の計量日まで、契約電流または契約容量を変更することはできませ

ん。電気料金メニューの変更についても同様とします。  

（3） 契約電流または契約容量の変更にともない、当社がお客さまに対し、

供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を

行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に準じます。 

9 東部ガスでんき基本プランの定義書の変更および廃止  

（1） 当社は、東部ガスでんき基本プランの定義書を変更する場合には、電

気需給約款 4(本約款等の変更)に準じます。  

（2） 当社は、東部ガスでんき基本プランの定義書を廃止することがありま

す。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止

日を当社ホームページに掲載します。 
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（3） 東部ガスでんき基本プランの定義書の廃止にともない、当社がお客さ

まに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の

書面交付を行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)

に準じます。 

10 単位および端数処理  

東部ガスでんき基本プランの定義書において電気料金その他を計算す

る場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。  

（1） 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以

下第 1 位で四捨五入します。  
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別表 

1 燃料費調整  

（1） 燃料費調整額の計算 

① 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸

入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって計算された

値とします。 

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円

の位で四捨五入します。 

平均燃料価格＝Ａ  × α ＋ Ｂ × β ＋ Ｃ × γ  

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1キロリットル当たりの平均原

油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1トン当たりの平均液化天然ガ

ス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

α＝0.1970 

β＝0.4435 

γ＝0.2512 

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平

均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たり

の平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で

四捨五入します。 

② 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下

第 1 位で四捨五入します。  

イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合 

燃料費調整単価 

＝ （ 44,200 円 － 平均燃料価格） 

× （ (2)の基準単価 ÷ 1,000） 
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ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合 

燃料費調整単価 

＝ （平均燃料価格  － 44,200 円） 

× （ (2)の基準単価 ÷ 1,000） 

③ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料費

調整単価は、その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適

用期間に使用される電気に適用します。 

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、下

記表中の「燃料費調整単価適用期間 A」欄に記載のとおりとします。  

ただし、需給開始日と、需給開始日以降到来する計量日が同じ月に

属する場合には、下記表中の「燃料費調整単価適用期間 B」欄に記載の

とおりとします。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間Ａ 燃料費調整単価適用期間Ｂ 

毎年 1月 1 日から 3月 31日

までの期間 

その年の5月の計量日から6月の

計量日の前日までの期間 

その年の 5月の需給開始日から 5

月の計量日の前日までの期間 

毎年 2月 1 日から 4月 30日

までの期間 

その年の6月の計量日から7月の

計量日の前日までの期間 

その年の 6月の需給開始日から 6

月の計量日の前日までの期間 

毎年 3月 1 日から 5月 31日

までの期間 

その年の7月の計量日から8月の

計量日の前日までの期間 

その年の 7月の需給開始日から 7

月の計量日の前日までの期間 

毎年 4月 1 日から 6月 30日

までの期間 

その年の8月の計量日から9月の

計量日の前日までの期間 

その年の 8月の需給開始日から 8

月の計量日の前日までの期間 

毎年 5月 1 日から 7月 31日

までの期間 

その年の 9 月の計量日から 10 月

の計量日の前日までの期間 

その年の 9月の需給開始日から 9

月の計量日の前日までの期間 

毎年 6月 1 日から 8月 31日

までの期間 

その年の 10 月の計量日から 11

月の計量日の前日までの期間 

その年の 10 月の需給開始日から

10月の計量日の前日までの期間 

毎年 7月 1 日から 9月 30日

までの期間 

その年の 11 月の計量日から 12

月の計量日の前日までの期間 

その年の 11 月の需給開始日から

11月の計量日の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31

日までの期間 

その年の 12 月の計量日から翌年

の 1 月の計量日の前日までの期

間 

その年の 12 月の需給開始日から

12月の計量日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30

日までの期間 

翌年の1月の計量日から2月の計

量日の前日までの期間 

翌年の 1 月の需給開始日から 1

月の計量日の前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 翌年の2月の計量日から3月の計 翌年の 2 月の需給開始日から 2
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日までの期間 量日の前日までの期間 月の計量日の前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1

月 31日までの期間 

翌年の3月の計量日から4月の計

量日の前日までの期間 

翌年の 3 月の需給開始日から 3

月の計量日の前日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2

月 28 日までの期間（翌年が

閏年となる場合は、翌年の 2

月 29日までの期間）  

翌年の4月の計量日から5月の計

量日の前日までの期間 

翌年の 4 月の需給開始日から 4

月の計量日の前日までの期間 

④ 燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された燃

料費調整単価を適用して計算します。 

（2） 基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のと

おりとします。 

1キロワット時につき 0.232円 

 

（3） 燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当た

りの平均原油価格、 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、 1 トン当たり

の平均石炭価格および(1)②によって計算された燃料費調整単価を当社の

ホームページに掲載します。 

2 契約容量および契約電力の計算方法  

お客さまが契約主開閉器により契約容量または契約電力を定めることを

希望される場合で、当社がその旨を承諾する場合の契約容量または契約電

力は、次により計算します。  

（1） 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトも

しくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200

ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) 

× 電圧 (ﾎﾞﾙﾄ) 

× （ 1 ÷ 1,000） 

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電

圧は、200 ボルトとします。  

（2） 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの



12 

 

場合 

契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ) 

× 電圧 (ﾎﾞﾙﾄ) 

× 1.732 

× （ 1 ÷ 1,000） 
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付帯メニュー定義書【ガス・電気セット割（定率）】（以下「ガス・電気

セット割（定率）の定義書」といいます。）は、当社の都市ガスをご契約い

ただいているお客さま向けに、当社の電気需給約款および電気料金メニュ

ー定義書（東部ガスでんき基本プラン）にもとづき計算される電気料金の

一部を割引する取扱いを定めたものです。  

ガス・電気セット割（定率）の定義書で定める付帯メニュー（以下「ガ

ス・電気セット割（定率）」といいます。）は、合算メニューの対象となり

ます。  

1 実施期日  

ガス・電気セット割（定率）の定義書は、 2022 年 1 月 11 日より適用し

ます。  

2 定義  

電気需給約款および電気料金メニュー定義書（東部ガスでんき基本プラ

ン）に定義される言葉は、ガス・電気セット割（定率）の定義書において

も同様の意味で使用します。  

3 適用条件  

当社は、以下の条件をすべて満たすお客さまからのガス・電気セット割

（定率）のお申し込みを、当社が承諾した場合に、ガス・電気セット割（定

率）を適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありま

せん。  

① お客さまが、当社の電気需給約款にもとづく電気需給契約（以下「電

気の契約」といいます。）の契約者であり電気料金メニュー定義書（東

部ガスでんき基本プラン）が適用されていること、かつ、当社の都市ガ

ス需給に関する約款にもとづくガスの契約（以下「ガスの契約」といい

ます。）の契約者であること。 

② お客さまの電気料金メニュー定義書（東部ガスでんき基本プラン）が

適用される電気の契約における需要場所が、原則として、お客さまのガ

スの契約における需要場所の範囲内であること。なお、ガスの契約にお

ける需要場所は、お客さまに適用される当社の都市ガス需給に関する

約款によるものとします。 

③ ガスの契約により計算されるガス料金と電気の契約により計算され

る電気料金を合算払いすること。 
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4 割引内容  

当社は、3（適用条件）に定める条件をすべて満たすお客さまからのガス・

電気セット割（定率）のお申し込みを承諾した場合には、お客さまの対象

となる電気料金メニューの毎月の基本料金および電力量料金の合計（付帯

メニューの適用がある場合は、この「ガス・電気セット割（定率）」を除く

すべての付帯メニューを適用した後の合計額）から、その合計に 0.005 を

乗じた額を割引きます。なお、割引額は、小数点以下切り捨てとします。 

5 適用期間  

（1） ガス・電気セット割（定率）の割引の適用開始日は、原則としてガス・

電気セット割（定率）が付帯する電気料金メニューの適用開始日とします。

ただし、お客さまが新たに電気の需給を開始した後にガスの使用を開始

した場合のガス・電気セット割（定率）の割引の適用開始日は、以下のと

おりとします。 

① 電気の需給開始からガスの使用開始までの日数が 30 日未満である場

合 

電気の需給開始日とします。 

② 電気の需給開始からガスの使用開始までの日数が 30 日以上である場

合 

ガスの使用開始日以降かつ当社がお客さまからのガス・電気セット割（定

率Ｂ）のお申し込みを承諾した日以降に到来する電気の計量日としま

す。 

（2） ガス・電気セット割（定率）の適用期間は、(1)に定める適用開始日か

らガス・電気セット割（定率）が付帯する電気料金メニューの適用期間が

終了する日までとします。  

6 適用廃止  

当社は、以下の場合には、ガス・電気セット割（定率）の適用を廃止し

ます。その場合の適用廃止日は、以下のとおりとします。  

（1） 電気の契約が解約等の理由により終了した場合 

電気需給約款 31（お客さまからの電気需給契約の解約）または 32（当

社からの電気需給契約の解約等）による解約日または終了日 

（2） お客さまが 3（適用条件等）に定める適用条件を満たさないことが判明

した場合 
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適用条件を満たさなくなった日の直後の電気の計量日 

ただし、以下のいずれかの場合は (1)で定める解約日とします。 

① 適用条件を満たさなくなった日の直後の電気の計量日までの間に電

気の契約を解約した場合 

② お客さまが 3（適用条件）を満たすガスの契約の使用廃止にあたり、

当該ガスの使用廃止の申し出の際に、電気需給約款 31（お客さまから

の電気需給契約の解約）にもとづき電気の契約を解約する旨および解

約希望日を申し出ていただき、かつ当該ガスの使用廃止日から当該電

気の解約日までの日数が 30 日未満である場合  

 

7 ガス・電気セット割（定率）の定義書の変更および廃止  

（1） 当社は、ガス・電気セット割（定率）の定義書を変更する場合には、電

気需給約款 4(本約款等の変更)に準じます。  

（2） 当社は、ガス・電気セット割（定率）の定義書を廃止することがありま

す。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日

を当社ホームページに掲載します。 

（3） ガス・電気セット割（定率）の定義書の廃止にともない、当社がお客さ

まに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書

面交付を行う場合は、電気需給約款 4（本約款等の変更）(2)および(3)に

準じます。 
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付帯メニュー定義書【東部ガスでんき基本プラン・東部ガスでんき３新

規申込割  電気代基本料金 3 か月無料】（以下「本定義書」といいます。）

は、東部ガス（以下「当社」といいます。）の電気需給約款、電気料金メニ

ュー定義書にもとづき計算される電気料金の一部を割引きする取扱いを

定めたものです。本定義書で定める付帯メニューを以下「新規申込割」と

いいます。  

 

1 実施期日  

本定義書は、 2022 年 1 月 11 日より適用します。  

 

2 定義  

電気需給約款および各電気料金メニュー定義書に定義される言葉は、本

定義書においても同様の意味で使用します。  

 

3 適用条件等  

（1） 当社は、以下のすべての条件を満たす場合に限り、「新規申込割」を適

用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。  

① 2022 年 1 月 11 日以降に、新たに当社の電気需給契約の申し込みを当

社所定の方法で行うこと（なお、当該期間外に当社の電気需給契約を申

し込んだ場合であって、当該期間中に再度当社に同一の需要場所の電

気需給契約の申し込みをした場合を除く。）。 

② 電気の需給開始日が 2021 年 1 月 1 日以降かつお申し込みから 6 か月

以内であること。 

③ 当社の電気料金メニューの東部ガスでんき基本プランまたは東部ガ

スでんき３が適用されること。 

（2） （1）にかかわらず、電気の供給開始に必要となる情報を提供いただけ

ない等、電気の供給開始に向けた手続きに支障がある場合、不正な申し込

みがあった場合その他当社が不適切と判断した場合は、「新規申込割」を

適用できないことがあります。 
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4 適用期間  

「新規申込割」の割引の適用期間は、以下のとおりとします。  

３（適用条件等）に定める適用条件を満たす電気需給契約の電気の需給開

始日後に初めて到来する計量日から 3 か月間。（需給開始日後に初めて到来す

る計量日と需給開始日が同日の場合、需給開始日から起算します。） 

なお、適用期間の終了にあたっては、供給条件の説明、契約締結前の書面交

付および契約締結後の書面交付は行いません。  

 

5 割引内容  

当社は、３（適用条件等）に定める条件を満たすお客さまからのお申し

込みを承諾した場合には、以下のとおり電気料金を割引きます。  

（1） 電気需給約款 15（電気の使用期間）に定める電気の使用期間（ただし、

引越し（転入）等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、需給開

始直後の使用期間を除く場合があります）の初日が、「新規申込割」の適

用期間に属する場合、原則として、当該使用期間の電気料金の計算に（ 2）

および（3）の割引内容を適用します。  

（2） 「新規申込割」が付帯する電気料金メニューの月の基本料金（税込）と

電力量料金（税込）の合計（付帯メニューの適用がある場合は、すべての

付帯メニューを適用する前の合計額）から、「新規申込割」が付帯する電

気料金メニューの月の基本料金（税込）と同額を割引きます。ただし、電

気需給約款 18（日割計算）（ 1）にもとづき基本料金を日割にて計算する

場合には、割引金額は日割後の基本料金（税込）と同額とします。なお、

割引額は、小数点以下切り捨てとします。 

（3） （2）によって計算された合計が負となるときは、その 1 か月の電気料

金は、電気需給約款別表 2（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（ 3）に

よって計算された再生可能エネルギー発電促進賦課金のみとします。  

 

6 適用廃止  

当社は、以下の場合には、「新規申込割」の適用を廃止します。その場合

の適用廃止日は、以下のとおりとします。  

（1） 電気需給契約が解約等の理由により終了した場合 
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電気需給約款 31（お客さまからの電気需給契約の解約）または 32（当

社からの電気需給契約の解約等）による解約日または終了日 

（2） お客さまが３（適用条件等）に定める適用条件を満たさないことが判明

した場合 

適用条件を満たさなくなった日の直後の電気の計量日 

なお、適用条件を満たさなくなった日の直後の電気の計量日までの間

に電気の契約を解約した場合は、(1)で定める解約日 

 

7 新規申込割の定義書の変更および廃止  

（1） 当社は、本定義書を変更する場合には、電気需給約款 4(本約款等の変

更)に準じます。 

（2） 当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載

します。 

（3） 本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、

契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気

需給約款 4（本約款等の変更） (2)および(3)に準じます。 


